
産業財産権の権利までの流れ図産業財産権の権利までの流れ図
INPIT岡山県知財総合支援窓口

検 索岡山知財窓口〒701-1221 岡山市北区芳賀5301 テクノサポート岡山3F
086-286-9711

知財意識 創作活動（アイデア創出、研究開発） 知財での保護・権利化 製品化・事業化

先行技術調査（特許情報プラットホーム）

育成者権（植物の新品種を保護）等 著 作 権営業秘密として保護等産業財産権

発明（物、方法、製造方法）を保護
特許権特許権

特許出願

方式審査（手続き的な審査）

審査請求

実体審査（内容の審査）

特許査定 拒絶査定

意見書、補正書を提出

拒絶理由通知あり？

特許料（年金）納付（３年分） 拒絶査定不服審判

設定登録

特許公報の発行

特許料（年金）納付

権利満了（出願日から最長20年） 権利満了（出願日から最長１０年）

異議申立

無効審判

無効審判

・知財高裁へ提訴
・最高裁に上告

拒絶理由解消？

公開特許公報の発行
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14,000円
出願料

138,000円+
請求項数×4,000円

審査請求料

第1～3年分納付
（2,100円+請求項数×200円）×3円

特許料（年金）

第4～6年目
毎年6,400円＋請求項数×500円
第7～9年目
毎年19,300円+請求項数×1,500円
第10年目～
毎年55,400円+請求項数×4,300円

特許料（年金）

物品の構造、形状に関わる考案を保護
実用新案権実用新案権

実用新案登録出願

方式審査（手続き的な審査）

設定登録

登録実用新案公報の発行
6
ヵ
月
以
内

約
3
ヵ
月

14,000円
出願料

第1～3年分納付
（2,100円+請求項数×100円）×3円

登録料（年金）

第4～6年目
毎年6,100円＋請求項数×300円
第7～10年目
毎年18,100円+請求項数×900円

登録料（年金）

42,000円+請求項数×1000円
技術評価書請求手数料

ありなし

解消 解消せず

商品やサービスに使用するマークを保護
商標権商標権

商標登録出願

方式審査（手続き的な審査）

実体審査（内容の審査）

登録査定 拒絶査定

意見書、補正書を提出

拒絶理由通知あり？

登録料納付 拒絶査定不服審判

設定登録

更新（１０年毎）または権利消滅

・知財高裁へ提訴
・最高裁に上告

拒絶理由解消？

公開商標公報の発行

約
3
週
間

3
ヵ
月
以
内

2
ヵ
月
以
内

30
日
以
内

40
日
以
内

約
1
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月

3,400円+区分数×8,600円
出願料

全額納付（10年）区分数×28,200円
分割納付（ 5年）区分数×16,400円

登録料

全額納付（10年）区分数×38,800円
分割納付（ 5年）区分数×22,600円

更新料

ありなし

解消 解消せず

物品のデザインを保護
意匠権意匠権

意匠登録出願

方式審査（手続き的な審査）

実体審査（内容の審査）

登録査定 拒絶査定

意見書、補正書を提出

拒絶理由通知あり？

登録料（年金）納付 拒絶査定不服審判

設定登録

意匠公報の発行

登録料（年金）納付

権利満了（設定登録日から最長20年）

・知財高裁へ提訴
・最高裁に上告

拒絶理由解消？

3
ヵ
月
以
内

3
ヵ
月
以
内

30
日
以
内

40
日
以
内

約
1
ヵ
月

16,000円
出願料

第１年分納付8,500円
登録料（年金）

第2～3年目：毎年8,500円
第4年目～：毎年16,900円

登録料（年金）

ありなし

解消 解消せず

登録料（年金）納付

出願時、出願料と3年分の
登録料が必要。

実用新案権の行使は、
「実用新案技術評価書」
を提示して警告した後で
なけれならない。

1,200円＋枚数×700円
電子化手数料*1

1,200円＋枚数×700円
電子化手数料*1

1,200円＋枚数×700円
電子化手数料*1

1,200円＋枚数×700円
電子化手数料*1

1,200円＋枚数×700円
電子化手数料*1

1,200円＋枚数×700円
電子化手数料*1

1,200円＋枚数×700円
電子化手数料*1

登録を要しない権利登録によって発生する権利

1,200円＋枚数×700円
電子化手数料*1

異議申立

無効審判

異議申立

無効審判

異議申立

商標公報の発行

電子化手数料*1：書類を書面で提出した場合

流れ図は概略です。詳細は当窓口に問い合わせて下さい。


